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福
井
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　

福
井
県
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　

松
本　

幸
太
郎

福
井
県
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号

福
井
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
井
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三

十
五
年
福
井
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
五
号
の
表
中
「
警
衛
警
備
対
策
課
」
を

「
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
対
策
課
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十
五　

被
疑
者
の
取
調
べ
の
適
正
を
確
保
す
る
た

　
　

め
の
監
督
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
三
条
の
十
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第

九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十　

警
衛
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
三
条
の
十
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
対
策
課
）

第
十
三
条
の
十
一　

Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
対
策
課
に
お
い
て
は

、
次
の
事
務
を
分
掌
す
る
。

一　

Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
エ
ネ
ル
ギ
ー
大
臣
会
合
に
係
る
警

察
諸
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

二　

Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
エ
ネ
ル
ギ
ー
大
臣
会
合
に
関
係
す

る
機
関
お
よ
び
団
体
と
の
連
絡
、
調
整
に
関
す

る
こ
と
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
六
月
三
十
日
か
ら

施
行
す
る
。
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（
※
は
、
県
例
規
集
登
載
事
項
）

公
安
委
員
会
規
則

※
福
井
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
八
・
警
務
課
） …
一

公
安
委
員
会
規
則



福 井 県 報 号 外 第 57 号平成21年 6 月29日（月） 2

平
成
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十
一
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六
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二
十
九
日
印　
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発
行
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〒
九
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福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
一
七
番
一
号　
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井　

県

平
成
二
十
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六
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十
九
日
発　
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印
刷
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〒
九
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〇
八
四
三　

福
井
県
福
井
市
西
開
発
三
丁
目
七
一
五　

白
崎
印
刷（
株
）　

☎
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六
三
〇
〇




